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地
方
自
治
体
の
業
務
継
続
計
画
と
本
庁
舎
の
耐
震
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
十
一
日
、
読
売
新
聞
は
同
社
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
、
全
国
八
百
十
三
の
特
別
区
・
市
の
本
庁
舎
の
う

ち
、
約
三
割
の
二
百
七
十
七
自
治
体
の
庁
舎
が
新
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
か
、
耐
震
性
が
不
明
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を

公
表
し
た
。
さ
ら
に
二
百
七
十
七
自
治
体
の
う
ち
、
本
庁
舎
が
全
半
壊
し
た
場
合
の
業
務
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
、
以
下
Ｂ
Ｃ

Ｐ
）
も
策
定
し
て
い
な
い
の
は
二
百
一
自
治
体
に
上
っ
た
と
い
う
。

国
会
に
お
け
る
議
論
で
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
で
は
、
後
藤
斎
議
員
が
Ｂ
Ｃ

Ｐ
の
地
方
自
治
体
の
実
施
状
況
を
質
問
し
、
総
務
省
の
調
査
で
、
平
成
二
十
三
年
四
月
現
在
、
都
道
府
県
で
は
十
八
自
治
体
の

約
四
割
、
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
約
四
％
の
策
定
状
況
で
あ
る
と
政
府
は
答
弁
し
た
。
ま
た
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

の
参
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
会
で
は
、
野
田
国
義
議
員
が
、
当
時
の
状
況
で
都
道
府
県
で
は
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
策
定
し
て
い
る
自
治

体
は
六
十
％
、
市
町
村
で
は
十
三
％
、
と
り
わ
け
市
町
村
で
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
理
由
を
質
問
し
、
政
府
は
「
Ｂ
Ｃ

Ｐ
の
策
定
に
係
り
ま
す
作
業
が
非
常
に
重
く
て
な
か
な
か
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
の
一
つ
」
と
答
弁
し
て
い

る
。そ

の
後
、
消
防
庁
は
平
成
二
十
七
年
十
二
月
に
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
状
況
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
で
は
八
十
九
・
四
％
、
市
町

一



村
に
お
い
て
は
三
十
六
・
五
％
と
い
う
調
査
結
果
を
公
表
し
て
い
る
。
耐
震
率
に
つ
い
て
、
同
庁
は
、
自
治
体
の
庁
舎
の
耐
震

率
は
七
十
四
・
八
％
と
公
表
し
て
い
る
。

阪
神
大
震
災
、
東
日
本
大
震
災
、
今
般
の
熊
本
地
方
を
中
心
と
す
る
地
震
を
経
て
も
な
お
進
ま
な
い
、
自
治
体
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策

定
状
況
、
自
治
体
本
庁
舎
の
耐
震
化
に
対
し
、
政
府
と
し
て
の
見
解
を
明
確
に
す
る
た
め
、
次
に
質
問
す
る
。

一

地
方
公
共
団
体
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
を
進
め
る
た
め
に
政
府
は
業
務
継
続
計
画
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
な
ど
の
支
援
を
し

て
い
る
が
、
一
般
財
団
法
人
日
本
防
火
・
危
機
管
理
促
進
協
会
の
二
〇
一
三
年
十
二
月
の
調
査
で
は
、
五
十
％
の
自
治
体
が

Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
を
検
討
し
た
結
果
中
断
・
断
念
を
し
た
と
回
答
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
作
成
時
の
ノ
ウ
ハ
ウ
不
足
」
、

「
作
成
時
の
マ
ン
パ
ワ
ー
確
保
が
困
難
」
、
「
予
算
が
不
足
」
な
ど
と
回
答
し
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
に

関
し
、
政
府
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
だ
け
で
な
く
、
専
門
家
の
派
遣
な
ど
さ
ら
に
積
極
的
に
関
与
す
べ
き
と
の
専
門
家
の

意
見
も
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。

二

前
述
の
読
売
新
聞
に
よ
る
と
、
熊
本
地
方
を
中
心
と
す
る
地
震
で
は
、
宇
土
市
や
益
城
町
は
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
策
定
し
て
お
ら

ず
、
被
災
者
へ
の
対
応
の
遅
れ
が
目
立
っ
た
一
方
で
、
二
〇
一
四
年
に
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
策
定
し
た
大
津
町
で
は
、
被
災
後
、
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
い
た
デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
住
民
票
や
所
得
証
明
な
ど
の
発
行
業
務
を
継
続
で
き
た
と
い
う
。
同
調
査
で
は
、

二



全
体
の
二
十
五
％
に
あ
た
る
二
百
一
自
治
体
は
、
庁
舎
が
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
か
、
不
明
な
状
態
に
も
関
わ
ら

ず
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
未
策
定
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
「
庁
舎
が
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
」
、
「
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
未
策
定
」
の

両
方
に
該
当
す
る
自
治
体
に
つ
い
て
、
政
府
は
把
握
し
て
い
る
か
。
そ
の
自
治
体
の
数
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
、
全
体
に

占
め
る
割
合
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
。

三

二
の
質
問
に
関
し
、
政
府
が
も
し
把
握
し
て
い
な
い
場
合
、
把
握
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。
そ
の

よ
う
な
自
治
体
は
、
少
な
く
と
も
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
自
治
体
に
対
し
て
政
府
は
、

こ
れ
以
上
の
働
き
か
け
や
支
援
を
行
っ
て
い
く
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。

右
質
問
す
る
。

三


